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税務課長補佐 福原 良幸 君

産業建設課長補佐 欠 席

本会議に職務のため、出席した者の職、氏名

議会事務局長 生松 克祐

事 務 局 書 記 築地 仲音

議 事 日 程 別紙のとおり

議事のてんまつ 別紙のとおり

会議録署名議員 １番 福島 登 君 ２番 平山 照生 君
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平成２６年第１回東洋町議会臨時会議事日程

（第 １ 号）

平成２６年２月３日（月） 午前１１時１２分開議

臨時議長紹介

議会議員自己紹介

町長あいさつ

開議宣告

［日程第１］ 仮議席の指定

［日程第２］ 選挙第１号 議長選挙

（第１号の追加１）

［日程第１］ 会議録署名議員の指名

［日程第２］ 会期の決定

［日程第３］ 選挙第２号 副議長選挙

［日程第４］ 議席の指定

［日程第５］ 発議第１号 東洋町議会委員会条例の一部を改正することについて

［日程第６］ 常任委員会委員の選任

［日程第７］ 議会運営委員会委員の選任

［日程第８］ 議会広報編集委員会委員の指名
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［日程第９］ 芸東衛生組合議会議員の選任

［日程第１０］ 同意第１号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

［日程第１１］ 議案第１号 財産の取得について

［日程第１２］ 閉会中の継続審査・調査の申出

（１）総務教育民生常任委員会

（２）産業建設常任委員会

（３）議会運営委員会
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平成２６年第１回東洋町議会臨時会 平成２６年２月３日 月曜日

議事のてんまつ

事務局長 （生松 克祐事務局長）

皆様、おはようございます。議会事務局長の生松です。

本臨時会は一般選挙後、最初の議会でありますので、地方自治法第１０７

条の規定により、議長が選出されるまでの間、年長の議員が臨時に議長の

職務を行うことになっております。出席議員中、小松熈議員が年長の議員で

ありますので、ご紹介を申し上げます。小松議員、議長席にお着き願いま

す。

臨時議長 （小松 熈臨時議長）

皆様、おはようございます。

ただいま、事務局長より紹介を受けました小松でございます。このたびの

選挙においては、お互いに当選の栄誉をもって議席を得ましたことは、誠に

ご同慶の至りであります。本臨時会は年長の故をもちまして、臨時議長の職

務を行います。何卒、議長が選出されるまでの間、議事進行にご協力のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

お諮りします。ご参会の皆様方は、ほとんどご存じの方ばかりと思います

が、この際、自己紹介をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。（自

席より、異議なしの発言あり。）ご異議がないようですので、ただいまから自

己紹介を演壇において、福島議員から順次、お願いします。

（議員自己紹介）

自己紹介が終わりました。

続いて、町長からあいさつの申出がありましたので、これを許します。松延

町長。

町長 （松延 宏幸町長）

それでは、平成２６年第1回臨時会開会に当たりまして、一言、ごあいさつ

申し上げます。本年１月１４日に告示されました東洋町議会議員選挙は無投

票となりましたが、その後の初議会を本日、招集致しました。まずは議員の

皆様には、このたびの選挙でのご当選を改めてお慶び申し上げます。おめで

とうございます。また、本日、新組織が決定される運びとなりますが、新たな

気持ちで、車の両輪として、町の発展と福祉の向上のために、引き続きご協



- 6 -

力を賜りますよう、お願い申し上げる次第であります。

今般の町議会議員選挙は東洋町初の無投票ということでございました。マ

スコミでは様々な報道がなされましたけれども、かつての町民間を二分する

ような大きな政治的問題が、やっと解消された状況に在ることが、一つの要

因だと思っております。

執行部は現在、平成２６年度の当初予算の編成作業中でございます。皆

様、ご承知のとおり、本町は厳しい財政環境にあるわけでございますので、

財源見通しが不確実、不透明なために、補正予算対応としなければならない

事案もございます。町行政には課題が山積しておりますが、執行部と致しま

しても、限られた財源で、最大限の努力を惜しまない覚悟でございますので、

町議会におきましても、議員間のご議論、また、町民との多様なご意見を通

じ、更には執行部との忌憚のない意思疎通をいただきまして、合意形成のご

理解をお諮りいただきますようにお願い申し上げます。

また、町民の皆様には町行政に対する関心を持っていただくように努めて

参りたいと考えるところです。議会中継の実現も、その一環にあるわけでご

ざいますが、職員には常に謙虚さと気配りを、議会には一定のルールに基づ

く変革が求められていると感じてきたところでございます。今後とも、町民に

分かりやすい政治、理解しやすい建設的議論、透明性の高い議会活動をお

願いしたいと思います。

執行部は職員の新陳代謝による過渡期の情勢の中でございます。新たな

部署での幹部職員が多数となっております。私以下、行き届かないところ、

気が付いていないところも多々あろうかと存じます。そうした場合には、是非

とも、ご指摘をいただきたいと思います。直すべき点はできうる限り、見直し

て参りたいと思っております。議会と執行部とが、町の将来のために、よりよ

い関係を築き上げ、議会も、執行部も開かれた形で、情勢には常に敏感に、

共に対応していく姿勢が重要と考えております。

今議会には契約案件と監査委員の選任案件を上程して参りますので、慎

重、適切なるご決定をお願い致します。また、来月初めには、３月定例会を

招集する予定となっておりますが、年間を通じまして、議会におかれましても

更なる議会改革の進展を賜りますよう、ご期待申し上げます。

以上で、本年初の臨時会招集に当たってのごあいさつとさせていただきま

す。今後とも、どうかよろしくお願い申し上げます。

臨時議長 （小松 熈臨時議長）

町長からのあいさつが終わりました。
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ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、こ

れより、平成２６年第１回東洋町議会臨時会を開会します。

（開会時間：１１時１２分）

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおり、仮議席の指定と議長選

挙の計２件であります。

日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席は議事の進行上、ただいま、ご着席の議席を指定します。

日程第２、選挙第１号、議長選挙の件を議題とします。

地方自治法第１０３条第１項の規定により、議長選挙を行います。

お諮りします。選挙の方法は投票により行いたいと思います。これにご異

議ありませんか。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よ

って、選挙の方法は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。

ただいまの出席議員は９名であります。議会会議規則第３２条第２項の規

定により、立会人に１番、福島登君、２番、平山照生君を指名します。投票用

紙を配布します。念のために申し上げます。投票は単記無記名投票で行い

ます。投票用紙の配布漏れはありませんか。（自席より、なしの発言あり。）

配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

１番議員から順次、投票箱に投票願います。投票漏れはありませんか。（自

席より、なしの発言あり。）投票漏れなしと認めます。投票を終了します。

開票を行います。１番、福島登君、２番、平山照生君、立会をお願いしま

す。選挙の結果を報告します。投票総数９票、有効投票９票、無効投票０票

です。有効投票中、今宮裕明君、８票、田島毅三夫君、１票、以上のとおりで

あります。この選挙の法定得票数は地方自治法第１１８条の規定により、３

票であります。よって、今宮裕明君が議長に当選されました。議場の閉鎖を

解きます。

ただいま、議長に当選されました今宮裕明君が議場におられますので、議

会会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。

今宮裕明君からごあいさつを受けることにします。今宮裕明君。
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議長 （今宮 裕明議長）

一言、議長就任のごあいさつを申し上げます。

このたび、議長選挙におきまして、ご支持をいただき、当選させていただき

ましたことは、誠に身に余る光栄であり、また、その責任の重さをひしひしと

感じている次第でございます。もとより、不肖の身を自覚している私として

は、皆様の期待に応えていけるかどうか不安ではございますが、誠心誠意

努力して、公正、公平を旨として、円満で活発な議会運営を目指して参りた

いと存じますが、議会を円滑に運営し、遂行していくには、議員各位のご支

援とご協力は不可欠であることも承知致しております。

現在、東洋町を取り巻く環境は大変に厳しく、解決しなければならない課

題も山積みしている状況にあります。議会に対する町民の皆様の期待も大き

なものがあり、その責任も一段と重いものと認識しているところでございま

す。執行機関も、議会議員も共通の幅広い正確な情報をもって、議会は町民

のために審議し、決定をしていかなければならないと思いますので、重ねて

皆様のご協力をお願い申し上げまして、就任のごあいさつとさせていただき

ます。ありがとうございました。

臨時議長 （小松 熈臨時議長）

以上をもちまして、臨時議長の職務が全て終わりました。ご協力ありがとう

ございました。

今宮裕明議長、議長席にお着き願います。

議長 （今宮 裕明議長）

議案作成並びに昼食のため、休憩します。再開は午後１時３０分。

（休憩時間：１１時２５分）

議案作成並びに昼食。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１３時３０分）

これからの議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおり、会議録署名

議員の指名、会期の決定、副議長選挙の他、議席の指定、条例改正１件、

常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任、議会広報編集委員会委

員の指名、芸東衛生組合議会議員及び監査委員の選任、財産の取得１件、
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閉会中の継続審査・調査の申出の計１２件であります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は議会会議規則第１２６条の規定により、福

島登君、平山照生君を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めま

す。よって、会期は、本日１日間と決定しました。

日程第３、選挙第２号、副議長選挙の件を議題とします。

地方自治法第１０３条第１項の規定により、副議長選挙を行います。

お諮りします。選挙の方法は投票により行いたいと思います。これにご異

議ありませんか。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よ

って、選挙の方法は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。

ただいまの出席議員は９名であります。議会会議規則第３２条第２項の規

定により、立会人に福島登君と平山照生君を指名します。投票用紙を配布し

ます。念のため申し上げます。投票は単記無記名投票で行います。投票用

紙の配布漏れはありませんか。（自席より、なしの発言あり。）配布漏れなし

と認めます。投票箱を改めさせます。異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

１番議員から順次、投票願います。投票漏れはありせんか。（自席より、なし

の発言あり。）投票漏れなしと認めます。投票を終了します。

開票を行います。福島登君、平山照生君、立会をお願いします。選挙の結

果を報告します。投票総数９票、有効投票９票、無効投票０票です。有効投

票中、西岡尚宏君、８票、田島毅三夫君、１票、以上のとおりであります。

この選挙の法定得票数は地方自治法第１１８条の規定により、３票であり

ます。よって、西岡尚宏君が副議長に当選されました。議場の閉鎖を解きま

す。

ただいま、副議長に当選されました西岡尚宏君が議場におられますので、

議会会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。

西岡尚宏君からごあいさつを受けることにします。西岡尚宏君。

副議長 （西岡 尚宏副議長）
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一言、副議長就任のごあいさつを申し上げます。

ただいま、副議長選挙におきまして、本町議会の副議長に選任されました

ことは、大変光栄に存ずるとともに、責任の重大さを痛感しているところでご

ざいます。

もとより、浅学非才の身ではございますが、更なる議会改革の推進と議会

の活性化のため、また、町勢発展のため、議長の下で微力を尽くす覚悟でご

ざいます。どうか、今後とも、皆様の更なるご支援を賜りまして、しっかりと頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。簡単ではございま

すけれども、副議長就任のごあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

いました。

議長 （今宮 裕明議長）

日程第４、議席の指定を行います。

議席は議会会議規則第４条第１項の規定により、１番、福島登君、２番、

平山照生君、３番、高畠俊彦君、４番、小松熈君、５番、武山裕一君、６番、

小野正路君、７番、田島毅三夫君、８番、西岡尚宏君、９番、今宮裕明でござ

います。以上のとおり、指定します。議席の移動をお願いします。

日程第５、発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正することにつ

いての件を議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正することにつきまして、

議案を別紙のとおり、東洋町議会会議規則第１４条の規定により、提出を致

しております。本日提出でございます。提出者は私、福島登。賛成者は平山

照生、今宮裕明、西岡尚宏、武山裕一、田島毅三夫、高畠俊彦、小松熈、小

野正路であります。説明を致します。

今回の議員定数減に伴い、産業建設常任委員会委員及び議会運営委員

会委員を、それぞれ１名減の４人と５人に改正するものであります。なお、改

正内容、新旧対照条文につきましては、お手元に配布しておりますので、ご

参照下さいますよう、よろしくお願い致します。以上で、趣旨説明を終わらせ

ていただきます。

議長 （今宮 裕明議長）
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提出者の説明が終わりました。本件については質疑、討論を省略して、直

ちに、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。（自席よ

り、異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正することにつ

いての件を挙手により、採決します。本案は原案のとおり、決することに賛成

の諸君の挙手を求めます。挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本

案は原案のとおり、可決されました。

日程第６、常任委員会委員の選任の件を議題とします。

お諮りします。常任委員会委員の選任については、議会委員会条例第７

条第２項の規定により、福島登君、高畠俊彦君、武山裕一君、小野正路君、

今宮裕明、以上は総務教育民生常任委員会委員に、平山照生君、西岡尚宏

君、小松熈君、田島毅三夫君は産業建設常任委員会委員に、それぞれ選任

したいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしの発言

あり。）異議なしと認めます。よって、常任委員会委員は指名のとおり、それ

ぞれの常任委員会委員に選任することに決定しました。

ただいま、選任されました各常任委員の方々は、次の休憩中に、それぞれ

委員会を開催し、正副委員長の互選を行って下さい。場所は、総務委員会は

議員控え室、産建委員会は議長室でお願いします。なお、一般選挙後、初め

ての委員会でありますので、議会委員会条例第９条第１項の規定により、こ

こに議長が口頭で招集の通知をします。また、正副委員長が共におりません

ので、議会委員会条例第９条第２項の規定により、年長委員が臨時委員長

として、正副委員長を互選することになります。各委員会の正副委員長が互

選されましたら、配布します報告書に記載の上、直ちに議長に提出して下さ

い。

ここで３０分間、休憩します。再開は午後２時１５分とします。

（休憩時間：１３時４５分）

常任委員会、正副委員長互選。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１４時１５分）

常任委員会の委員長、副委員長の互選結果について、報告します。総務

教育民生常任委員会については、委員長、武山裕一君、副委員長、福島登
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君。産業建設常任委員会については、委員長、小松熈君、副委員長、平山

照生君、以上であります。

日程第７、議会運営委員会委員の選任の件を議題とします。

お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、議会委員会条例

第７条第２項の規定により、福島登君、平山照生君、西岡尚宏君、高畠俊彦

君、田島毅三夫君を、それぞれ選任したいと思います。これにご異議ありま

せんか。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よって、議

会運営委員会委員は指名のとおり、それぞれ選任することに決定しました。

ただいま、選任されました議会運営委員の方々は、次の休憩中に委員会

を開催し、正副委員長の互選を行って下さい。場所は議員控え室でお願いし

ます。なお、一般選挙後、初めての委員会でありますので、議会委員会条例

第９条第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をします。また、

正副委員長が共におりませんので、議会委員会条例第９条第２項の規定に

より、年長委員が臨時委員長として、正副委員長を互選することになります。

各委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書に記載の

上、直ちに議長に提出して下さい。

ここで５分間、休憩します。再開は午後２時２３分。

（休憩時間：１４時１８分）

議会運営委員会、正副委員長互選。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１４時２３分）

議会運営委員会の委員長、副委員長の互選結果について、報告します。

委員長、高畠俊彦君、副委員長、福島登君、以上であります。

日程第８、議会広報編集委員会委員の指名の件を議題とします。

お諮りします。議会広報編集委員会委員の指名については、議会広報の

発行に関する条例第４条第２項の規定により、福島登君、平山照生君、高畠

俊彦君、小松熈君、田島毅三夫君を、それぞれ指名したいと思います。これ

にご異議ありませんか。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めま

す。よって、議会広報編集委員会委員は指名のとおり、決定しました。

ただいま、指名されました議会広報編集委員の方は、次の休憩中に議員
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控え室で委員会を開催し、正副委員長の互選を行って下さい。正副委員長

が共におりませんので、議会広報の発行に関する条例第６条第２項の規定

により、正副委員長を互選することになります。委員会の正副委員長が互選

されましたら、配布します報告書に記載の上、直ちに議長に提出して下さい。

ここで５分間、休憩します。再開は午後２時２７分。

（休憩時間：１４時２２分）

議会広報編集委員会、正副委員長互選。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１４時２７分）

議会広報編集委員会の委員長、副委員長の互選結果について、報告しま

す。委員長、小松熈君、副委員長、福島登君、以上であります。

日程第９、芸東衛生組合議会議員の選任の件を議題とします。

お諮りします。芸東衛生組合議会議員の選任については、芸東衛生組合

規約第５条第２項の規定により、今宮裕明君、西岡尚宏君、小松熈君、平山

照生君、福島登君の５名を選任したいと思います。これにご異議ありません

か。（自席より、異議なしの発言あり。）異議なしと認めます。よって、芸東衛

生組合議会議員は指名のとおり、選任することに決定しました。

日程第１０、同意第１号、監査委員の選任につき同意を求めることについ

ての件を議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

それでは、早速でございますが、ご提案申し上げます。

同意第１号、監査委員の選任につき同意を求めることについて、下記の者

を監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定により、

議会の同意を求める。平成２６年２月３日提出でございます。

氏名は福島登氏でございます。住所は東洋町大字白浜６０番地２。生年月

日は昭和３４年４月６日生、満５４歳でございます。なお、別紙に身上調書を

添付しておりますので、どうかよろしくお願いを致します。
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議長 （今宮 裕明議長）

提出者の説明が終わりました。地方自治法第１１７条の規定により、除斥

に該当すると認められますので、福島登君の退席を求めます。

この採決は無記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。

ただいまの出席議員は７名であります。議会会議規則第３２条第２項の規

定により、立会人に高畠俊彦君、並びに小松熈君を指名します。投票用紙を

配布させます。本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願

います。なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛

否が明らかでない投票は、議会会議規則第８４条の規定により、否とみなす

ことになっております。投票用紙の配布漏れはありませんか。（自席より、な

しの発言あり。）配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異状なし

と認めます。

これより投票に入ります。１番議員より順次、投票願います。投票漏れは

ありませんか。（自席より、なしの発言あり。）投票漏れなしと認めます。投票

を終了します。

開票を行います。小松熈君、高畠俊彦君、立会をお願いします。

投票の結果を報告します。投票総数７票、うち有効投票７票、無効投票０票

であります。有効投票中、賛成６票、反対１票、以上のとおりであります。よっ

て、同意第１号、監査委員の選任につき同意を求めることについての件は、

同意することに決定しました。議場の閉鎖を解きます。福島登君の除斥を解

きます。

先ほど、監査委員に選任されました福島登君からごあいさつを受けること

にします。福島登君。

監査委員 （福島 登監査委員）

ただいま、監査委員として選任されました福島登でございます。代表監査

の経験はあるといえども、大変な任務を仰せつかったと思っております。独

立性を保ちながら代表監査と協力し、業務を遂行したいと考えております。ど

うかよろしくお願い申し上げます。

議長 （今宮 裕明議長）

日程第１１、議案第１号、財産の取得についての件を議題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）
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ご提案申し上げます。議案第１号、財産の取得について、地方自治法第９

６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。平成２６年２月３日

提出でございます。

提案理由でございますが、皆様、ご承知のとおり、昨年、思いがけないと

いいますか、また、避けがたい事故があったわけでございます。昨年１２月議

会で、新規購入予算を可決していただいたところでございます。今回の町有

バス購入につきましては、指名型プロポーザル方式で、平成２５年１２月２６

日にプレゼンテーションを行いました。予定価格が７００万円を超えているた

め、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づきまして、議会の議決を

求めるものでございます。なお、内容につきましては、総務課長に説明をさせ

ます。

議長 （今宮 裕明議長）

総務課長、光本速雄君。

総務課長 （光本 速雄総務課長）

それでは、議案第１号、財産の取得について、説明をします。平成２５年度

町有バス購入事業、２９人乗りバスであります。これにつきましては、指名型

プロポーザル方式によりまして、５社を指名を致しました。うち２社によります

プレゼンテーションを行いました結果、高知市知寄町３丁目２２０番地、高知

日野自動車株式会社、代表取締役、筒井洋介様であります。取得金額につ

きましては、７４０万８，４５０円であり、納期につきましては、議会承認の日

から平成２６年３月２８日としております。高知日野自動車株式会社につきま

しては、販売実績も豊富でありまして、アフターサービス、また、メンテナンス

体制につきましても十分でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

提出者の説明が終わりました。

これより、日程第１１、議案第１号、財産の取得について、質疑を行いま

す。質疑はありませんか。（自席より、なしの発言あり。）質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありません

か。（自席より、なしの発言あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わり

ます。
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これより、議案第１号、財産の取得についての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり、決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員

（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり、可決することに決

定しました。

日程第１２、閉会中の継続審査・調査の申出の件を議題とします。

お諮りします。お手元に配布してあるとおり、各常任委員会委員長並びに

議会運営委員会委員長からの申出のとおり、これらの事件を閉会中の継続

審査・調査に付することに、ご異議ありませんか。（自席より、異議なしの発

言あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

以上をもって、本臨時会に付された案件はすべて終了しました。

これにて、平成２６年第１回東洋町議会臨時会を閉会します。お疲れ様で

した。

これにて、議会放送を終了します。

（閉会時間：１４時４１分）


